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つまり、平成 24 年度では、0.8％の導入率であることから導入状況が少なくなった「総額裁量予算

制度」も、平成 24 年度までに導入が増加していたことが分かる。

図１-Ⅲ-7「総額裁量予算制度」の導入  

 
 

図１-Ⅲ-８は「特色枠予算」について示したものである。「特色枠予算」とは、通常の経常経費とは

別の特色づくりなどを目的に措置される予算のことである。平成 18 年度調査と平成 24 年度調査を比

較して、導入されていない市区町村が平成 18 年度調査では 61.2%であったが、平成 24 年度調査では

48.6%となっていることから、特色枠予算を導入した市区町村が増加したことが分かる。 
また、平成 18 年度調査と比較して、学校配当予算、補助金・交付金、教育委員会執行予算のいず

れにおいても平成 24 年度に割合が高くなっていることが分かる。 
 
図１-Ⅲ－８ 「特色枠予算」（複数回答）

 
  

図９は「学校提案要求型予算制度」の導入状況について示したものである。「学校提案要求型予算

制度」とは、通常の経常経費とは異なる、学校が教育委員会に企画を提案し、それに対して教育委員

会が査定を行う予算のことである。「学校提案要求型予算制度」について、導入されていない市区町村

は、平成 18 年度が 81.4%であったのに対して、平成 24 年度では、78.2%となっている。ただし、検

討中の市区町村の割合が減少傾向にあるので、今後の発展については厳しいと予想できる。 
 

 図１-Ⅲ－９ 「学校提案要求型予算制度」 
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